
特定都市河川に指定されると
増大する水害リスクに備え、流域治水を強力に推進し、水害に強いまちづくりを目指します

特定都市河川浸水被害対策法に基づく

堤防整備や河道掘削などのハード対策を加速化すると
ともに、雨水貯留浸透施設の整備や土地利用規制など
について、予算、税制措置等を活用して、より実効性
のある対策を進めます。
※流域水害対策計画への位置付けが必要です。

特定都市河川・特定都市下水道の整備

２． “いま以上”の雨水流出増加を抑制します
雨水浸透阻害行為の許可（第30条） 保全調整池の指定等（第44条～第52条）

貯留機能保全区域の指定等（第53条～第55条）
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流域における貯留機能の保全

洪水や雨水を一時的に貯留する機能を有し、浸水被害
の防止や拡大を抑制する効用がある施設・土地に対し
て、将来にわたってその効用を保全します。

○貯留機能保全区域
・河川沿いの低地や流域内の窪地などの土地について、土地の所有者の同意を得た上で

都道府県知事等が指定できる
・機能を阻害するおそれのある行為（盛土等）に対する届出を義務付け
・固定資産税･都市計画税の課税標準に係る減免制度により、土地の所有者の負担を軽減

１．計画に基づくハード対策を加速化します

令和５年７月１０日豪雨/耶馬渓橋を越流し欄干が破損
山国川の流域イメージマップ

流域(赤線の範囲)に
降った雨は森や農地
を潤し河川に流れ込
みます。

近年、気候変動の影響により、これまで以上に豪
雨や災害の激甚化・頻発化の恐れがあります。
山国川でも、平成２４年、平成２９年、令和５年
など、近年たびたび豪雨に見舞われています。
その為、山国川圏域では、あらゆる関係者が協働
して取り組む「流域治水」に取り組んでいます。
特定都市河川の指定は、この「流域治水」を本格
的に実践していくものです。

新たな開発等により、雨水が地下に浸透せず、河川に
直接流出すると、浸水被害の頻度を高める恐れがある
為、流出する雨水量が増える恐れのある一定規模※以
上の行為の制限や貯留機能の保全を行います。

雨水流出の増加を抑制

一定規模※以上の雨水浸透阻害行為（土地からの流出
雨水量を増加させるおそれのある行為）に対し、対策
工事（雨水貯留浸透施設の設置）が義務付けられます。

※1,000㎡。
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「特定都市河川流域」に指定さ
れるとどうなるのか？

４．水害リスクを減らすまちづくり・住まい方の工夫
浸水被害防止区域の指定等（第56条～第76条）

浸水が発生した場合に生命や身体に著しい危害が生ずるおそれがある区域について、都道府県
知事が「浸水被害防止区域」として指定し、「居住を避ける」「居住する場合にも命を守る」
「移転を促す」取組を重層的に推進します。

３．雨水流出のさらなる抑制をします
雨水貯留浸透施設整備計画の認定（第１１条）

雨水貯留浸透施設の整備に関する費用の補助（第１６条、第７９条）

地方公共団体や民間事業者等による雨水浸透や貯留に係る取組みを一層促進するため、法定補
助制度や認定制度により支援します。

雨水貯留浸透施設の例

＜交付金による支援＞（R3.4～）

予算；国の補助率：１／３

※但し民間企業等が実施する場合は、地方公共団体が助成する額の1/2

＜特定都市河川流域での支援＞（R3.11～）

予算；国の補助率：１／２

税制；固定資産税の課税標準を市町村の条例で定める割合※に軽減

※1/3を参酌して、1/6～1/2の範囲

なぜ「特定都市河川」「特定都市河川流
域」の指定を目指すのか？

「特定都市河川浸水被害
対策法」とは？

著しい浸水被害が発生するおそれ
がある都市部等を流れる河川及び
その流域について、浸水被害防止
のための対策を推進する法律です。

山国川は、約９割を火山岩を主とした山地が占め
る九州屈指の急流河川です。その為、豪雨時は水
位が急上昇しやすく、幾度も浸水被害が発生して
います。また、気候変動の影響による降雨量の増
加が予測されています。

このため「特定都市河川」の制度も活用し「流域
治水」を強力に推進し、水害に強い、魅力的なま
ちを目指します。

流域内の水害リスクを増やさないよう
に、また、浸水被害対策の効果が減少
しないように、宅地等以外の土地で行
う雨水浸透阻害行為（雨水を浸みこみ
にくくする行為）に、貯留・浸透対策
が義務付けられます。


